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一般社団法人秋田県銀行協会定款 

 

第１章  総   則 

 

 

（名  称） 

第 １ 条 この法人（以下「本協会」という。）は、一般社団法人秋田県銀行協会と称する。 

（事 務 所） 

第 ２ 条 本協会は、主たる事務所を秋田市に置く。 

 

 

第２章  目的および事業 

 

（目  的） 

第 ３ 条 本協会は、銀行業務の改善進歩に資する事業を行い、一般経済の発展および銀行利

用者の利便向上に寄与することを目的とする。 

（事  業） 

第 ４ 条 本協会は、前条の目的を達成するため、秋田県内において次の事業を行う。 

   ⑴ 銀行の営業および業務一般に関する社員、関係官庁その他との連絡 

   ⑵ 秋田手形交換所の設置、運営 

   ⑶ 金融経済および銀行経営についての調査研究および資料収集 

   ⑷ 銀行とりひき相談所の設置、運営 

   ⑸ 社員以外の金融機関および産業界との連絡 

   ⑹ 金融機関関係者相互の親交および連絡 

   ⑺ 銀行職員の養成、教育 

   ⑻ 関係官庁等に対する提言および答申 

   ⑼ 全国銀行個人信用情報センターへの個人情報の取次業務 

   ⑽ その他本協会の目的を達成するために必要な事項 

 

 

第３章  社   員 

 

（社員の要件） 

第 ５ 条 本協会の社員となることができるものは、秋田県に本店または支店等の営業拠点を

有する銀行に限る。 

（社員の資格の取得） 

第 ６ 条 社員となることを希望する銀行は、入会申込書を提出して理事会の承認を得なけれ

ばならない。 



 ２ 前項の承認を得た銀行が第７条第１項により加入金を完納したとき、社員としての資格

を取得する。 

（加 入 金） 

第 ７ 条 新たに本協会の社員になる銀行は、加入金を納付しなければならない。 

 ２ 本協会の加入金の算出基準および納付方法は総会において定める。 

 ３ 既納の加入金は返還しない。 

（社員名簿） 

第 ８ 条 社員の名称、所在地、加入年月日を記載した社員名簿を作成し、主たる事務所に備

え置くものとする。 

 ２ 社員は、その名称または所在地を変更したときは、１週間以内に書面によりこれを本協

会に通知しなければならない。 

（経費負担義務） 

第 ９ 条 社員は、本定款の定めるところに従って経費を分担する義務を負う。 
２ 経費分担金の算出基準および納付方法は総会において定める。 

 ３ 既納の経費分担金は返還しない。 
 ４ 特別の費用を必要とする場合には、総会の決議を経て臨時経費分担金を徴収する。 

（任意退社） 

第１０条 社員は、退会届を提出することにより任意にいつでも退社することができる。 

（除  名） 

第１１条 社員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。

この場合、当該社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。 

   ⑴ 経費分担金を納付しないとき 

   ⑵ 本協会の体面を毀損する行為、または本協会の目的に反する行為をしたとき 

   ⑶ この定款、総会の決議、理事会の決議もしくは手形交換等に関する規則に違反した

とき、またはその他除名すべき正当な事由があるとき 

（社員資格の喪失） 

第１２条 前２条の場合のほか、社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失す

る。 

   ⑴ 第５条に記載した要件の喪失 

   ⑵ 解散または合併による消失 

   ⑶ 総社員が同意したとき 

（社員資格の承継） 

第１３条 社員が次の各号の一に該当する場合には、各号に定める銀行は、既に社員である場

合を除き、社員の資格を承継することができる。 

   ⑴ 他の銀行と合併し、当該他の銀行が存続する場合   存続する銀行 

   ⑵ 合併により新銀行を設立する場合   設立される銀行 

   ⑶ 分割または営業譲渡により、営業の全部を他の一の銀行に譲渡し、かつ、前条第１

号または第２号により社員の資格を喪失する場合   営業を譲り受ける銀行 



   ⑷ 分割または営業譲渡により、営業の全部または一部を当該社員の子会社である銀行、

親会社である銀行、または親会社の子会社である他の銀行に譲渡し、かつ、前条第１

号または第２号により社員の資格を喪失する場合  

     営業の全部または一部を他の一の銀行に譲渡するときは、その銀行 

     営業の全部または一部を他の複数の銀行に譲渡するときは、その複数の銀行のうち

当該社員が指定する一の銀行 

   ⑸ その他理事会が適当と認める場合   理事会が指定した銀行 

（社員の権利・義務） 

第１４条 社員は、本協会の事業活動につきその便宜を受ける権利を有するとともに、本定款、

総会および理事会の決議に従う義務を負う。 

 ２ 社員がその資格を失ったときは、本協会に対するすべての権利を失う。 

 ３ 社員は、本協会の依頼に応じ、必要な資料の提出に協力しなければならない。 

 

 

第４章  総   会 

 

（構  成） 

第１５条 総会は、すべての社員をもって構成する。 

 ２ 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。 

（権  限） 

第１６条 総会は、次の事項について決議する。 

   ⑴ 社員の除名 

   ⑵ 理事および監事の選任または解任 

   ⑶ 理事および監事の報酬等の額 

   ⑷ 貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

   ⑸ 事業計画および収支予算の承認 

   ⑹ 定款の変更 

   ⑺ 解散および残余財産の処分 

   ⑻ 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項 

   ⑼ その他総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項 

 ２ 総会においては第１９条第２項の規定による通知に掲げる総会の目的である事項に限っ

て決議するものとする。ただし、出席社員の半数以上の同意があるときは、この限りでな

い。 

（総会の開催） 

第１７条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後３か月以内に１回開催するほか、必要が

ある場合に開催する。 

（招  集） 

第１８条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議にもとづき会長が招集



する。 

 ２ 総社員の議決権の５分の１以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的であ

る事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 

（招集の通知） 

第１９条 総会を招集するときは、会長は、開催日の１週間前までに、社員に対して書面によ

り通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない社員が書面によって議決権を

行使することができることとするときは、書面による総会開催の通知を、開催日の２週間

前までに発しなければならない。 

 ２ 前項の書面による通知には、総会の日時および場所、総会の目的である事項その他法令

で定める事項を記載しなければならない。 

（招集手続きの省略） 

第２０条 前条の規定にかかわらず、総会は、社員全員の同意があるときに限り、招集の手続

きを経ることなく開催することができる。ただし、総会に出席しない社員が書面によって

議決権を行使することができることとするときは、この限りでない。 

（議  長） 

第２１条 総会の議長は、会長がこれにあたる。 

 ２ 会長に事故があるときは副会長を議長とし、会長、副会長ともに事故があるときは、そ

の総会において、出席した理事の中から議長を選出する。 

（議 決 権） 

第２２条 総会における議決権は、社員１名につき１個とする。 

（決  議） 

第２３条 総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員

の議決権の過半数をもって行う。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の

４分の３以上に当たる多数をもって行う。 

   ⑴ 社員の除名 

   ⑵ 監事の解任 

   ⑶ 定款の変更 

   ⑷ 解散 

   ⑸ その他法令またはこの定款で定められた事項 

（議決権の代理行使および書面による議決権の行使） 

第２４条 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合、当該社員

またはその代理人は、代理権を証明する書面を本協会に提出しなければならない。 

 ２ 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会開催日の前営

業日の業務時間終了時までに、当該記載をした議決権行使書面を本協会に提出して行うも

のとする。 

 ３ 代理人または書面によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入す

る。 



（議 事 録） 

第２５条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、主たる事務

所に備え置かなければならない。 

 ２ 議長は、前項の議事録に記名押印する。 

（決議の省略） 

第２６条 理事または社員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案

につき社員のすべてが書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の

総会の決議があったものとみなす。 
 

 

第５章  役   員 

 

（役員の種類および定数） 

第２７条 本協会に次の役員を置く。 

   ⑴ 理事  ６名以上８名以内 

   ⑵ 監事  １名以上３名以内 

 ２ 理事のうち１名を会長とし、会長以外の理事のうち１名を副会長とする。 

 ３ 会長、副会長以外の理事のうち１名を常務理事とすることができる。 

 ４ 第２項の会長をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、

第３項の常務理事をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の業務執行理

事とする。 

（役員の選任） 

第２８条 役員は、社員の役職員の中から総会の決議によって選任する。ただし、理事１名お

よび監事１名は、社員の役職員以外から総会の決議によって選任することができる。 

 ２ 会長、副会長および常務理事は、理事会の決議によって選定する。 

 ３ 監事は、本協会の理事または使用人を兼ねることはできない。 

（理事の職務および権限） 

第２９条 理事は理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行す

る。 

 ２ 会長は、法令およびこの定款で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行

する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐する。 

 ４ 常務理事は、会長および副会長を補佐し、総会もしくは理事会の決議または会長の指示

にもとづき、本協会の業務を分担執行する。 

 ５ 会長および常務理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執

行状況を、理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務および権限） 

第３０条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成



する。 

 ２ 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務および

財産の状況を調査することができる。 

 ３ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

（役員の任期） 

第３１条 理事および監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のもの

に関する決算総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 任期満了前に退任した理事または監事の補充により選任された理事または監事の任期は、

前任者の任期の残存期間と同一とする。 

 ３ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の残存期間と同一とする。 

 ４ 理事または監事は、第２７条第１項に定める最低員数に足りなくなるときは、任期の満

了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事また

は監事としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第３２条 理事または監事は、総会の決議により解任することができる。 

（役員の報酬等） 

第３３条 理事および監事は無報酬とする。ただし、社員の役職員以外の理事および社員の役 

職員以外の監事は、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算出した額を報

酬等として支給することができる。 

 

 

第６章  理 事 会 

 

（構  成） 

第３４条 本協会に理事会を置く。 

 ２ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権  限） 

第３５条 理事会は次の職務を行う。 

   ⑴ 本協会の業務執行の決定 

   ⑵ 理事の職務の執行の監督 

   ⑶ 会長、副会長および常務理事の選定ならびに解職 

   ⑷ その他法令またはこの定款に別に定める職務 

（招集および開催） 

第３６条 理事会は、会長が必要と認めたとき、または会長以外の理事から会議の目的である

事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、会長が招集する。 

 ２ 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 ３ 理事会を招集する者は、理事会の日の７日前までに会議の目的である事項、開催日時お

よび開催場所を、各理事および各監事に通知しなければならない。 



 ４ 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを

経ることなく理事会を開催することができる。 

（議  長） 

第３７条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。これによれない場合は、その理事会におい

て出席した理事の中から議長を選出する。 

（決  議） 

第３８条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が

出席し、その過半数をもって行う。 

 ２ 理事会の議長は、理事としての議決権を有する。 

（決議の省略） 

第３９条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案に

つき理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を

述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。 

（議 事 録） 

第４０条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、主たる事

務所に備え置かなければならない。 

 ２ 出席した会長および監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しなか

ったときは、出席した理事全員と監事が議事録に記名押印する。 

 

 

第７章  資産および会計 

 

（資産の構成） 

第４１条 資産は、基本財産および通常財産の２種に分ける。 

２ 基本財産は、財産目録に基本財産として記載されたものとし、これを処分し、または担

保に供することはできない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、総社員の議決権

の過半数を有する社員が出席する総会において、３分の２以上の決議を経て、処分し、ま

たは担保に供することができる。 

 ３ 通常財産は、基本財産以外の資産とする。 

（資産の管理） 

第４２条 本協会の資産は、会長がこれを管理する。 

（経費の支弁） 

第４３条 本協会の経費は、通常財産をもって支弁する。 

（事業年度） 

第４４条 本協会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる 

（事業計画および収支予算） 

第４５条 本協会の事業計画書および収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに、会長が

作成し、理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も



同様とする。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、会長は、

理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて執行することができる。 

（事業報告および決算） 

第４６条 本協会の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類（以

下「計算書類等」という。）を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会

に提出し、第１号および第３号の書類についてはその内容を報告し、第４号、第５号およ

び第７号の書類については承認を受けなければならない。ただし、公益目的支出計画期間

終了後は第３号の書類の作成、報告は不要とする。 

   ⑴ 事業報告 

   ⑵ 事業報告の附属明細書 

   ⑶ 公益目的支出計画実施報告書 

   ⑷ 貸借対照表 

   ⑸ 損益計算書（正味財産増減計算書） 

   ⑹ 貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 

   ⑺ 財産目録 

 ２ 各事業年度の計算書類等は、監査報告とともに、各事業年度にかかる決算総会の日の２

週間前の日から、主たる事務所に備え置くものとする。 

（資料の備置き） 

第４７条 各事業年度の計算書類等のほか、次の書類を主たる事務所に備え置くものとする。 

   ⑴ 監査報告書 

   ⑵ 定款 

   ⑶ 社員名簿 

   ⑷ 役員名簿 

   ⑸ 収支計算書 

   ⑹ 事業計画書 

   ⑺ 収支予算書 

   ⑻ その他法令で定めた書類 

（剰 余 金） 

第４８条 本協会の各事業において当該事業年度に生じた剰余金は、社員に分配せず翌事業年

度へ繰り越し、翌事業年度の収入とする。 

（長期借入金） 

第４９条 本協会が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還す

る短期借入金を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席する総会において、３

分の２以上の決議を得なければならない。 

（会計規則） 

第５０条 本定款に定めるもののほか、会計に関し必要な規則は理事会において定める。 

 



第８章  定款の変更および解散 

 

（定款の変更） 

第５１条 本定款は、総会の決議によって変更することができる。 

（解  散） 

第５２条 本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

（残余財産の処分） 

第５３条 本協会が解散したときの残余財産の処分については、総社員の議決権の４分の３以

上の決議を得なければならない。 

 

 

第９章  公告の方法 

 

（公告の方法） 

第５４条 本協会の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、秋

田県において発行する秋田魁新報に掲載する方法による。 

 

 

第１０章  事 務 局 

 

（事 務 局） 

第５５条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。 

 ２ 事務局には事務局長および若干名の職員を置く。 

 ３ 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

第１１章  雑   則 

 

（手形交換規則） 

第５６条 本協会が運営する秋田手形交換所の規則は、別に定める。 

（定款の施行に必要な事項の定め） 

第５７条 本定款の施行に必要な事項で本定款に定めのない事項については、理事会がこれを

決定する。 

 

 

 

 



附   則 

 

（施行の期日） 

第 １ 条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条

第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める一般社団法人の設立の

登記の日から施行する。 

（事業年度の特例） 

第 ２ 条 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公

益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条

第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の

登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第４４条の規定にかかわらず、解散の登記

の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

（最初の代表理事等） 

第 ３ 条 本協会の最初の代表理事（会長）は藤原清悦、業務執行理事（常務理事）は大沼文

哉とする。 

  

 

この定款は、平成２４年４月１日（附則第１条の登記の日）から施行する。 

 

 



 

一般社団法人 秋田県銀行協会 加入金基準 

 

１ 加入金の額 

  一般社団法人秋田県銀行協会定款第７条第２項に規定する加入金の算出基準は、次のとお

りとする。 

⑴ 加入銀行の資本勘定（資本金、資本剰余金および利益剰余金の合計額。以下同じ）が 10

億円以下の場合には別表Ａ欄の該当ランクに対応するＢ欄の金額とする。 

⑵ 加入銀行の資本勘定が 10 億円を超える場合には、その超える部分については１億円ご

とに別表Ａ欄の該当ランクに対応するＣ欄の金額を前記⑴の金額に加える。ただし、資本

勘定が 5,000 万円未満の端数は切り捨て、5,000 万円以上は１億円とみなす。 

 

２ 加入金の納付時期 

  加入金は、理事会において入会の申込みが承認され、入会承認の通知を受けた日から１週

間以内に納付するものとする。 

 

３ その他 

  加入金の算出基準、納付等に関し必要な事項で本基準に定めのない事項については、理事

会が決定する。 

 

付   則 

 

この基準は平成１５年 ８月 １日から施行する。 

 

 

 

平成１５年 ８月 １日  施行 

平成２４年 ４月 １日  改正 

 

 

 



（別 表） 

協会の 

ランク 

Ａ 欄 

（前年度末当該地区内銀行預金残高の対東京比

率）＋（前年中手形交換枚数の対東京比率） 

Ｂ 欄 Ｃ 欄 

ａ 

ｂ 

ｃ 

ｄ 

ｅ 

ｆ 

ｇ 

ｈ 

ｉ 

ｊ 

ｋ 

大 阪 銀 行 協 会 

４０％以上の協会 

３０％以上の協会 

２０％以上の協会 

１０％以上の協会  

５％以上の協会 

４％以上の協会 

３％以上の協会 

２％以上の協会 

１％以上の協会 

１％未満の協会 

３５０万円 

３００ 

２５０ 

２００ 

１５０ 

１５０ 

１５０ 

１５０ 

１５０ 

１５０ 

１５０ 

１７万円 

１０   

 ８   

７   

６   

５   

４   

 ３   

2.5    

1.5    

0.8    

（参考） 東 京 銀 行 協 会 ３５０ ２０  

（注）１ 「当該地区内銀行預金残高」について 

    ⑴ １府県内に１銀行協会のみある場合には、当該府県内の銀行の預貸金残高とする。 

      なお、預金残高には、信託勘定を含め譲渡性預金を含めない。また、貸出金残高

には、信託勘定を含める。 

    ⑵ １府県内に２以上の銀行協会がある場合には、それぞれ参加の地区内の銀行の預

貸金残高とする。ただし、その府県内にいずれの銀行協会にも所属しない地区があ

る場合には、当該地区の銀行の預貸金残高を、これら協会の傘下地区内の預貸金残

高の比率に応じて分割し、各銀行協会の計数に加算するものとする。 

   ２ 「手形交換枚数」について 

     各銀行協会が運営する手形交換所における交換枚数とする。 

       

 

 
 



 

一般社団法人 秋田県銀行協会 経費分担金基準 

 

１ 経費分担金基準 

  一般社団法人秋田県銀行協会定款第９条第２項に規定する経費分担金の算出基準は次のと

おりとする。 

⑴ 通常経費のうち２分の１は本協会の社員が負担し、残余の２分の１は手形交換所参加金

融機関（社員銀行、準社員銀行、委託金融機関）が負担する。 

⑵ 社員負担額のうち２分の１は均分し、残余の２分の１は秋田県内全店舗における前年中

の各月末の預金・貸出金の合計額で按分し、負担する。 

⑶ 手形交換所参加金融機関負担額のうち２分の１は均分し、残余の２分の１は前年中の手

形交換高（貸借合計）で按分し、負担する。 

⑷ 新たに社員となった者の経費分担金は、当該年度中の加入月数に応じて月割計算した金

額とする。この場合において、前年中の預貸金計数、および手形交換高は、入社後３か月

間の実績を４倍したものとする。 

   翌年度の経費分担金は、入社した年中の実績をその年末までの加入月数で除し、これに

１２を乗じたもの（加入月数が３か月に満たない場合は、加入後３か月間の実績を４倍し

たもの）をもって前年中の実績とみなして計算する。 

⑸ 合併、営業譲渡等があった場合の経費分担金は、合併後存続する銀行、または営業譲受

銀行の計数に、被合併銀行または営業譲渡銀行の計数を加算するものとする。 

 

２ 経費分担金の納付時期 

⑴ 経費分担金は、毎年４月３０日および１０月３１日までに各その半額を納付しなければ

ならない。ただし、前項⑷による経費分担金は、社員として資格を取得した日から４か月

以内とすることができる。 

⑵ 会計年度の途中で退社する者は、当該年度の在籍期間にかかわらず、当該会計年度の経

費分担金の全額を退社日まで納付しなければならない。ただし、４月１日現在において社

員であっても、総会（臨時総会を含む）においてその事業年度の予算決定前に予め退社の

届けがある場合には、経費分担金の全部または一部を免除することができるものとする。 

   なお、免除する場合はその総会において予算を決定する際に個別具体的に了承を得るも

のとする。 

 

３ その他 

経費分担金の算出基準、納付等に関し必要な事項で本基準に定めのない事項については、

理事会が決定する。 

 

 

 



 

付   則 

 

 

この基準は、平成１５年 ８月 １日から施行する。 

 

 

平成１５年 ８月 １日  施行 

平成２４年 ４月 １日  改正 

 

 

 
 
 


